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                                                    2009 年 2 月 9 日 

各   位 

 

                オリックス株式会社 

                （コード番号：8591） 

 

 

 

個人（個人事業主を含む）向け貸付債権に関する管理、回収等事業の会社分割による 

分社化及び新規の個人（個人事業主を含む）向け貸付事業の停止に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 21 年 5 月 1 日を期して、下記のとおり当社の個人（個人事業主を含む。以下同じ）向け

貸付債権に関する管理、回収等事業を会社分割し、オリックス・ローン事務センター株式会社（以下「承

継会社」）に承継すること（以下「本分割」）、及び、本分割以後当社において新規の個人向け貸付け事業

を行わないこと(以下「本停止」)を機関決定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本分割は、当社の完全子会社（現時点では完全孫会社ですが、平成 21年 5月 1日までに完全

子会社化する予定です）が承継会社となり、かつ簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略

して開示しています。 

 

記 

 

１．会社分割の目的及び本停止の理由 

 

本分割は、当社が展開する総合的な金融サービスのうち、個人向け貸付事業につきまして、経営 

の効率化の観点から、オリックスグループ内での集約化を図ることを目的に、当社においては、新規の

個人向け貸付事業は行わないこととし、また、既存の個人向け貸付債権に関する管理、回収等事業を

承継会社に移管するものです。 

   なお、「フラット 35 住宅ローン」については、独立行政法人住宅金融支援機構との提携事業であり 

今回の集約化の対象外となります。 

   今後、オリックスグループの個人向け貸付事業は、オリックス・クレジット株式会社、オリックス生命保 

険株式会社、オリックス信託銀行株式会社、オリックス証券株式会社の 4社に限定して推進してまいり 

ます。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

分割の方針の機関決定日          平成 21 年 2 月 9 日（月） 

分割契約承認の機関決定日   平成 21 年 3 月 2 日（月） 

分割契約締結日    平成 21 年 3 月 2 日（月） 

分割の予定日（効力発生日）        平成 21 年 5 月 1 日（金） 

 

本分割は、当社においては会社法 784 条第 3 項に規定する簡易分割の手続により、承継会社にお 

いては会社法 796 条第 1 項及び同条第 3 項に規定する略式分割及び簡易分割の手続によるため、

本分割について会社法第 783 条第 1 項及び 795 条第 1 項に定める株主総会を開催いたしません。 
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（２）分割方式 

当社を分割会社とし、オリックス・ローン事務センター株式会社を承継会社とする吸収分割です。 

 

（３）分割により減少する資本金等 

本分割により減少する資本金等はありません。 

 

（４）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりますが、本分割によるこれらの取扱い 

に変更はありません。 

 

（５）承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、分割の効力発生日において、当社の個人向け貸付債権に関する管理、回収等事業

の資産、負債及びこれに附随する一切の権利義務（契約上の地位を含みます。）を承継します。 

 

（６）債務履行の見込み 

本分割において承継会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題がないものと判断 

しています。 

 

 

 

 

３．分割当事会社の概要 

 

(1)商号 

オリックス株式会社 

（分割会社） 

（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

オリックス・ローン事務 

センター株式会社（承継会社） 

(平成 21 年 2 月 9 日現在) 

(2)事業内容 多角的金融サービス業 各種債権の管理、回収等事業 

(3)設立年月日 1964 年 4 月 17 日 2002 年 7 月 25 日 

(4)本店所在地 東京都港区 東京都港区 

(5)代表者の役職・氏名 代表執行役 梁瀬 行雄 代表取締役 伊地田 英夫 

(6)資本金 102,207 百万円 3 百万円 

(7)発行済株式数 92,214,567 株 60 株 

(8)純資産(注) 1,244,093百万円（連結） 2 百万円（単体） 

(9)総資産(注) 8,898,089百万円（連結） 2 百万円（単体） 

(10)決算期 3 月 31 日 6 月 30 日 

(11)大株主及び持株比率 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 

（信託口） 9.72％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 

（信託口） 5.78％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 

（信託口 4G） 4.37％ 

ｵﾘｯｸｽ･ｴｱｸﾗﾌﾄ㈱ 100％ 

（吸収分割の効力発生日までに当

社の完全子会社となることを予定し

ています。） 

（注）分割会社については連結、承継会社については単体の財務数値等を記載しております。 
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４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

個人向け貸付債権に関する管理、回収等事業 

 

（２）分割する部門の経営成績 

（単位：百万円） 

 個人向け貸付債権 

回収部門(a) 

平成20年3月期実績

(b) 
比率(a／b) 

売上高 6,785 1,154,054 0.6%

 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 20 年 12 月 31 日現在） 

（単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 156,011 流動負債 156,105

固定資産 94 固定負債 －

合計 156,105 合計 156,105

 

 

 

５．会社分割及び本停止後の上場会社の状況 

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期等の変更は予定していません。 

 

（２）今後の見通し 

本分割及び本停止による連結業績に対する影響はありません。 

また、単体業績への影響は軽微です。 

 

 

以 上 

 

 

 

                     ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

                  社長室広報担当 横井／社長室ＩＲ担当 金澤 

                          TEL：03-5419-5102 


